
担

当

課

（

室

）

 

目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目
　

　

　

次

 
 

【

規
　

　

　

則

】

 

◯
　

岡

山

県

中

小

企

業

高

度

化

資

金

貸

付

規

則

の

一

経

営

支

援

課

 
 

部

を

改

正

す

る

規

則

 
 

（

県

例

規

集

登

載

） 

 
 

【

告
　

　

　

示

】
 

 

◯
　

指

定

障

害

児

通

所

支

援

事

業

者

の

指

定

指

導

監

査

課

 
 

◯
　

〃

〃

 
 

◯
　

〃

〃

 
 

◯
　

〃

〃

 
 

◯
　

指

定

通

所

支

援

の

事

業

の

廃

止

の

届

出

〃
 

 

◯
　

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

〃

 
 

【

公
　

　

　

告

】

 
 

◯
　

土

地

改

良

区

の

定

款

変

更

の

認

可

耕

地

課

◯
　

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

岡

山

県

公

報

 　　令和８年５月８日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１２８００号



 

◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
二
号

 

岡
山
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和
八
年
五
月
八
日

 

岡
山
県
知
事　
　

伊 

原 

木　
　

隆　
　

太　
　
　

 
岡
山
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次

 

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
則
第
三
項
中
「
一
・
○
○
％
」
を
「
一
・
三
五
％
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
三
号
中
「
下
請
振
興
事
業
計
画
承
認
グ
ル
ー
プ
事
業
」
を
「
受
託
中
小
振
興
計
画
承
認

 

グ
ル
ー
プ
事
業
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
三
号
中
「
下
請
振
興
事
業
計
画
承
認
グ
ル
ー
プ
事
業
」
を
「
受
託
中
小
振
興
計
画
承
認

グ
ル
ー
プ
事
業
」
に

「
下
請
振
興
事
業
計
画
承
認
グ
ル
ー
プ
資
金
貸
付
金
」
を
「
受
託
中
小
振
興
計

、

 

画
承
認
グ
ル
ー
プ
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

 

別
表
第
三
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
一
・
○
〇
％
」
を
「
一
・
三
五
％
」
に
改
め
る
。

 

附　

則

 

（
施
行
期
日
）

 

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岡
山
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の

施
行
の
日
以
降
に
貸
し
付
け
る
貸
付
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
し
付
け
た
貸
付
金
に
つ
い

 

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令和８年５月８日　岡山県公報　第１２８００号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号 

 

児
童
福
祉
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
□
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
□
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

ト
ン
ガ
リ
ぐ
ら
ん
ど 

美
作
粟
井
教
室 

  

２  

所
在
地 

美
作
市
小
野
五
三
〇 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

ｉ
ｃ
ｒ
ｏ
ｓ
ｓ
株
式
会
社 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

美
作
市
大
町
三
五―

三 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
五
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
五
一
五
〇
〇
〇
六
五 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

児
童
発
達
支
援
□
放
課
後
等
デ
イ
サ
□
ビ
ス 

令和８年５月８日　岡山県公報　第１２８００号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号 

 

児
童
福
祉
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
□
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
□
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

こ
ど
も
ア
シ
ス
ト
□
ぽ
の
□
笠
岡
中
央
教
室 

  

２  

所
在
地 

笠
岡
市
十
一
番
町
一
番
地
三
九 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

株
式
会
社
三
倉
屋 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

広
島
県
福
山
市
平
成
台
一
三
番
二
号 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
五
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

 
 

三
三
五
〇
五
〇
〇
一
八
一 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

児
童
発
達
支
援
□
放
課
後
等
デ
イ
サ
□
ビ
ス 

令和８年５月８日　岡山県公報　第１２８００号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号 

 

児
童
福
祉
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
□
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
□
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

ま
な
び
家
早
島
プ
ラ
ス 

  

２  

所
在
地 

都
窪
郡
早
島
町
早
島
四
二
二
七―

二
二 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

株
式
会
社
一 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

倉
敷
市
連
島
町
西
之
浦
五
〇
九
六
番
地 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
五
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

 
 

三
三
五
二
六
〇
〇
一
七
九 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

児
童
発
達
支
援
□
放
課
後
等
デ
イ
サ
□
ビ
ス 

 

令和８年５月８日　岡山県公報　第１２８００号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号 

 

児
童
福
祉
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
□
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
□
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

発
達
支
援
事
業
Ｔ
Ｈ
Ｅ 

Ｕ 

  

２  

所
在
地 

総
社
市
総
社
二
丁
目
一
二―

六 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｎ
Ｋ
Ｍ 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

総
社
市
井
出
三
六
六
番
四 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
五
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

 
 

三
三
五
〇
八
〇
〇
二
四
三 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

放
課
後
等
デ
イ
サ
□
ビ
ス 

 

令和８年５月８日　岡山県公報　第１２８００号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号 

 

児
童
福
祉
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
□
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
□
次
の
指
定
通
所
支
援
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

放
課
後
等
デ
イ
サ
□
ビ
ス 

ウ
□
ズ
・
ユ
□
笠
岡 

２  

所
在
地 

笠
岡
市
笠
岡
二
三
八
八
番
地
三
三 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

合
同
会
社
Ｗ
ｅ
ｌ
ｉ
ｎ
ａ 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

笠
岡
市
笠
岡
二
三
八
八
番
地
三
三 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
八
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
五
〇
五
〇
〇
一
四
〇 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

児
童
発
達
支
援
□
放
課
後
等
デ
イ
サ
□
ビ
ス 

令和８年５月８日　岡山県公報　第１２８００号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
□
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
□
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

ヘ
ル
パ
□
ス
テ
□
シ
□
ン
凛
空 

  

２  

所
在
地 

都
窪
郡
早
島
町
早
島
一
九
三
五―

二
リ
バ
□
サ
イ
ド
早
島
Ｂ―

二
〇
二 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

合
同
会
社
凛
空 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

倉
敷
市
西
阿
知
町
西
原
七
三
三
番
地
五
七 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
五
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

 
 

三
三
一
二
六
〇
〇
一
六
〇 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

居
宅
介
護
□
重
度
訪
問
介
護 

令和８年５月８日　岡山県公報　第１２８００号



□
一
九
五
□
土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

土
地
改
良
区
の
名
称 

 
 

高
梁
川
用
水
土
地
改
良
区 

二 

認
可
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
十
一
日 

令和８年５月８日　岡山県公報　第１２８００号



□
一
九
六
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

総
社
市
宿
字
川
向
一
〇
七
六
番
三
□
一
〇
七
六
番
五
□
一
〇
七
六
番
六
□
一
〇
七
六
番
七 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
□
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

総
社
市
駅
前
一
丁
目
八
番
二
号 

ア
イ
ア
□
ル
不
動
産
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

塚
本 
剛
巳 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
七
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
〇
四
号 

令和８年５月８日　岡山県公報　第１２８００号


